
日野市監査委員告示第 ３ 号 

 

 

 

 

 地方自治法第１９９条第１４項の規定により、令和３年度第２回 

定期監査の結果に基づき措置を講じた旨通知があったので、別紙の 

とおり公表する。 

 

 

 

 令和４年５月２０日 

 

 

 

 

 

日野市監査委員  福 島   基 

 

 

 

 

日野市監査委員  鈴 木 洋 子



監査結果に基づく指摘事項（意見・要望） 

（令和３年度第２回定期監査） 

指摘事項（意見・要望） 改善案、講じた措置事項 

１ 資金前渡及び概算払について 

資金前渡及び概算払について、経費の内容、管

理方法及び精算事務について監査した結果、概ね

適正に処理されているものと認められた。 

しかし一部において次のような点が見られた。 

・前渡金の精算において、用務完了後５日以内

に精算報告書を作成、会計管理者に提出して

いなかったもの 

（学校課） 

・前渡金の精算について、用務完了後５日以内

の清算が困難であるとして、別に精算方法を

会計管理者へ報告しているにもかかわらずそ

の精算方法によらなかったもの 

（庶務課） 

今後は「日野市会計事務規則」に従って適切な

事務処理をされるよう留意されたい。 

 

１ 資金前渡及び概算払について 

報告書作成や決裁の進捗管理を行うことで、適正

な事務遂行を図る。 

担当者による事前確認及び決裁者による確認を徹

底するよう体制を整える。また、会計管理者へ報告

している精算方法については、見直しも含めた検討

を行い、再発防止に努める。 

２ 業務委託契約に係る事務について 

業務委託契約のうち、主管課契約した案件につ

いては、支出負担行為伺書兼業者選定伺書、仕様

書、随意契約締結依頼書、見積書、見積り合せ結

果結果及び契約締結伺書、委託契約書（請書）等

の契約手続きに関する書類を監査し、また、総務

課契約を含む全ての契約案件について、仕様書に

定めている各書類の提出状況等について監査した

結果、概ね適正に処理されているものと認められ

た。 

しかし、一部において次のような点が散見され

た。 

・仕様書に定めている提出書類がないもの 

（学校課） 

・仕様書に定めている提出書類に収受印がない

もの 

（庶務課、学校課、ICT活用教育推進室、教育

センター） 

・契約書に「個人情報を取り扱う受託業務につ

いて個人情報の保護に関し定める条項」の添

付がないもの 

（庶務課、学校課、教育センター） 

２ 業務委託契約に係る事務について 

業務着手時に仕様書を改めて確認し、必要書類の

依頼漏れを防止する。決裁時の収受印や不足書類確

認の徹底など、各指摘事項について指摘を受けた部

署において改善措置を講じた。 

本報告書の庁内への通知により、各部署への改善

を促す。 



仕様書に定めている各書類の提出については、

確かにその業務が仕様に従って開始、履行及び終

了したことを確認した証拠となるものであるか

ら、必ず徴取し、記載内容を十分に確認の上、収

受印を押し保管されたい。 

主管課契約を行うにあたっては、「財務会計シス

テム操作マニュアル（主管課契約）」その他総務課

契約担当の通知や指示に従って、適切な処理にあ

たるよう留意されたい。 

 

３ 消耗品費、印刷製本費、修繕料等の主管課契

約等に係る事務について 

需用費のうち消耗品費、印刷製本費、修繕料及

び備品購入費において、主管課契約した案件（学

校長へ委任した再配当予算に係る案件を除く）に

ついて、支出負担行為伺書兼業者選定伺書、仕様

書、随意契約締結依頼書、見積書、見積合せ結果

及び契約締結伺書、契約書（請書）等の契約手続

きに関する書類を監査し、教育委員会教育長に対

する委任契約案件については、支出負担行為伺書、

仕様書、見積書、予定価格調書、見積合せ執行伺

書、見積合せ結果及び契約締結伺書、契約書等の

契約手続きに関する書類を監査した。また、これ

らのうち修繕契約については、仕様書に定めてい

る各書類の提出状況について監査した結果、概ね

適正に処理されているものと認められた。 

しかし、一部において次のような点が散見され

た。 

・仕様書の付記事項の記載内容が最新でないも

の 

（庶務課、学校課） 

・見積書の日付が見積書提出期限より後になっ

ているもの 

（学校課） 

・見積書の日付がないもの 

（学校課） 

・見積書がコピーによるもの 

（学校課） 

・見積書に業者の押印がないもの 

（学校課） 

・見積書を省略できる契約で見積額の確認をし

た記録がないもの 

（学校課） 

主管課契約等を行うに当たっては、「財務会計シ

ステム操作マニュアル（主管課契約）」その他総務

課契約担当の通知や指示に従って、適切な処理に

３ 消耗品費、印刷製本費、修繕料等の主管課契約

等に係る事務について 

仕様書の付記事項については、変更の有無にかか

わらず、最新のものを記載する。見積書の提出期限

を適切に設定するなど、各指摘事項について、指摘

を受けた部署において改善措置を講じた。 

再配当を行う部署における財務会計システムを介

さない手続きについて、執行管理に細心の注意を払

う。 

本報告書の庁内への通知により、各部署への改善

を促す。 

 



当たるよう留意されたい。 

庶務課、学校課では学校や市立幼稚園に対し予

算の再配当を行っているが、配当先で財務会計処

理ができないため、契約に至る手続きは、独自様

式でなされている。このことに伴い財務会計シス

テムの入力は庶務課（市立幼稚園のみ学校課）で

行い、その決済は各予算所管課が行っていること

を確認した。予算の執行の流れが複雑であるため、

財務会計上のリスクとしてとらえ、改善策など検

討されたい。 

 

４ 補助金の交付について 

補助金について、交付申請書、交付決定通知書

等に関する回議書等関係書類（実績報告に至って

いないもので前年度（令和２年度）も同様の補助

金交付があったものについては前年度分の書類を

含む）を監査した結果、各補助金交付要綱等に基

づき、概ね適正に処理されているものと認められ

た。 

しかし、一部において次のような点が見られた。 

・交付要綱に定めている実績報告書の提出がな

いもの 

（庶務課） 

・交付申請書や実績報告書（添付書類含む）に

添付書類漏れや記載漏れ等不備があるもの 

（庶務課、学校課） 

・交付決定の回議書に審査を行った旨が記録さ

れていないもの 

（学校課） 

・交付決定の回議書に交付決定通知書の添付が

ないもの 

（学校課） 

・交付申請書や実績報告書に収受印がないもの 

（学校課） 

補助金の交付にあたっては、各補助金に関する

交付要綱等に定められた手続きを今一度確認し、

要綱等に従って適正な処理をされたい。 

提出された書類については、「日野市文書管理規

則」に従って適正に処理されたい。 

補助対象とする経費について、回議書や添付資

料等書類を見て明確に補助金の根拠や対象、額等

が審査できるよう透明性を確保するとともに、審

査した結果を回議書に明記し記録として残すなど

適切な処理をされたい。 

なお、事務決裁規程が令和３年４月に改正され

たが、令和３年度第１回定期監査時と同様、新規

４ 補助金の交付について 

各補助金に関する交付要綱等を再確認し、要綱の

改正についても検討し、実態に応じた適切な事務を

徹底するなど、各指摘事項について、指摘を受けた

部署において改善策を講じた。 

本報告書の庁内への通知により各部署への改善を

促す。 



程どおりに決裁がなされていないものが見受けら

れた。その理由は、課内共有のためあえて上位の

決裁としているものも一部あるが、ほとんどが改

正による対応がまだ浸透していないことがうかが

えた。 

今一度、事務決裁規程改正の趣旨や改正内容に

ついて再確認するとともに周知徹底されたい。 

 

５ 備品の管理について 

備品については、登録価格５万円以上のものか

ら一部を抽出して備品台帳一覧表と突合し、管

理・保管状況を調査したところ、概ね適正に管理

されているものと認められた。 

しかし、一部において次のような点が見られた。 

・備品シールの貼付のないもの 

（学校課、ICT活用教育推進室） 

・備品台帳にあるが現物がなく廃棄手続きがさ

れていないもの 

（教育センター） 

「日野市物品管理規則」により、備品を含む所

管物品全般の管理は物品管理者、すなわち課長が

これに当たることとされている。各課においては

物品管理者、物品出納員を中心にすべての備品を

定期的に点検し、適切な管理に努めるとともに、

登録、廃棄、所管換え等の手続きに遺漏のないよ

う留意されたい。 

 

５ 備品の管理について 

備品シールの貼付及び備品の廃棄手続きを行っ

た。 

今後は定期的に備品の確認作業を行う。 

６ 時間外勤務の管理について 

一部の部署において、選挙事務や繁忙期により

月４５時間を超える残業が確認されたが、一時的

なものであることを確認した。しかしその一方で、

月平均１００時間を超える残業が恒常化している

部署も確認された。 

日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

規程第５条の３第１項において、時間外勤務を命

ずる時間及び月数の上限として、１カ月当たり４

５時間又は１年当たり３６０時間を超えない範囲

で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとすると

定められている。また、時間外勤務を命ずる際の

考慮として、同規程第５条の２第１項では、任命

権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、職

員の健康及び福祉を害しないように考慮しなけれ

ばならないとされている。 

所属長は前記規程の内容を踏まえ、職員の時間

外勤務の実態やその原因を究明し、業務の効率化

や事務分担の見直し、職場内での協力体制の構築

６ 時間外勤務の管理について 

課内又は係内の人員配置を見直し、一部の職員に

業務が集中しないよう組織的な対応を行う。 



などを図り、職員の休暇取得状況も含めた業務遂

行状況確認と健康面への配慮を行い、働き方改革

やワーク・ライフ・バランスの推進を考慮し、適

正な管理をされるよう努められたい。 

 

７ 郵券の管理について 

郵券（切手等）について、郵券と受払簿の残高

との照合を行うとともに保管方法を確認した結

果、適正に管理保管されているものと認められた。 

今後も「公金等取扱いに関する「検査」のガイ

ドライン」に示された手順に従って検査を行い、

使用状況及び残数の適正な管理を行うよう留意さ

れたい。 

 

７ 郵券の管理について 

 今後も郵券の「公金等取扱いに関する「検査」の

ガイドライン」に基づく管理検査を継続し、適正な

事務執行を図る。 

８ 公印の管理について 

公印について、日野市教育委員会公印規程と照

合を行うとともに保管方法を確認した結果、適正

に管理保管されているものと認められた。 

今後も「日野市教育委員会公印規程」及び「日

野市公印規程」により定期的に点検し、適切な管

理にあたるよう留意されたい。 

 

８ 公印の管理について 

今後も公印の定期点検及び管理を継続し、適正な

事務執行を図る。 

９ 歳入・歳出の予算執行状況について 

歳入予算の出納状況及び歳出予算の執行状況等

について、第３四半期末時点における確認を行っ

た。 

歳入については、主に調定済額に対する収入未

済額の要因等について確認した結果、概ね各課に

おいて確認・把握されているものと認められた。 

歳出については、令和３年度の事業実施や予算

執行状況について確認した結果、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、校外における体験学習

の中止による関係経費の未執行、あるいは修学旅

行や移動教室の中止による旅費取消料（キャンセ

ル料）を対象経費とした補助金の支出、及びオン

ライン学習のため GIGAスクールで使用するパソ

コン等の導入の前倒しによる支出などがうかがえ

た。 

現状では再び新型コロナウイルスによる感染拡

大の勢いが増し、未だ先の見えない状況が続いて

いる。予算執行にあたっては、社会情勢や業務棟

の執行状況等を踏まえ、適正かつ効率的に執行さ

れるよう留意されたい。 

なお、予算執行管理について、予算所管課が自

らの予算の一部を学校課に再配当していることを

正確に認識していない実態が確認された。庶務課

９ 歳入・歳出の予算執行状況について 

適切な事務処理に努めるとともに、関係部署や学

校、幼稚園等との調整を行い、今回の監査結果を踏

まえ、再配当予算の執行管理を含める根本的な解決

に向け検討を進める。 



が教育委員会の学校への再配当予算執行に係る財

務会計システム入力作業を集約して行っていると

のことであるが、このことにより予算所管課にお

ける予算管理意識の欠如のほか、事務処理の遅滞

や伝票の紛失などのリスクが生じる懸念がある。

また、教育委員会における契約事務について、契

約等に関する委任規則に基づく処理と契約事務の

実情との間に不整合が生じている。 

したがって、これらの点について、教育委員会

における予算執行の仕組みづくりを改めて検討

し、適正な執行管理ができる体制づくりを再構築

されたい。 

 

１０ 内部統制に係る財務に関する事務のリスク

管理について 

令和３年８月より、市では地方自治法に規定す

る内部統制制度の取組が開始された。リスク管理

については各課への聴取において概ねチェック、

確認等について徹底されていることがうかがえ

た。職員一人ひとりがリスクを想定し、そのリス

クを未然に防止するための対応策やその被害を最

小限にとどめるための体制づくり等、公務員とし

ての役割と責務を常に認識して市民への信頼確保

に努められたい。 

 

１０ 内部統制に係る財務に関する事務のリスク管

理について 

内部統制制度の運用により、財務報告等の信頼性

の確保、業務にかかわる法令等の順守、資産の保全、

業務の効率化を達成し、不正や事故を未然に防ぐと

ともに市民からの信頼確保に努める。 

 

  

 


